
東日本大震災・原子力災害伝承館「風評の払拭」コーナー改修業務 

委託仕様書 

 

１ 事業の名称 

東日本大震災・原子力災害伝承館「風評の払拭」コーナー改修業務 

 

２ 業務期間 

  契約締結日～令和８年３月３１日（火）まで 

 

３ 業務の目的 

東日本大震災・原子力災害伝承館（以下、「伝承館」という。）は、東日本大震災及び原子力

災害の記憶と記録を風化させず後世に継承し、未曽有の複合災害を国内外に発信していく施設

である。 

本業務は、開館後の運営状況を踏まえ、常設展示室第 4ゾーンの「長期化する原子力災害の

影響」のひとつである「風評の払拭」コーナーについて、日々の展示更新に柔軟に対応できる

ように改修し、さらに来館者の理解をより深めることができるようなコンテンツにするべく、

壁面全体の造作を行うことを目的とする。 

 

４ 業務の内容 

（１）「風評の払拭」壁面展示 

  ア 現在の壁面展示を撤去すること。 

  イ 幅約 5m、高さ約 2mの壁面にマグネットを貼り付けることができるようなホワイトボー

ドを造作すること。 

  ウ 壁面にはホワイトボードを複数枚組み合わせて造作することを想定しているが、ホワイ

トボード同士の隙間が極力出ないように留意すること。 

（２）造作に関する仕様 

  ア ホワイトボードは不燃性かつスクリーン映写兼用タイプを使用すること。 

  イ ホワイトボードの四方に伝承館の展示デザインと合致したアルミ枠を設置すること。 

  ウ ホワイトボードの色見は白とし、＜PS-001AR＞のような他の展示と遜色ないものを使用

すること。 

（３）「風評の払拭」展示台上面 

  ア タッチパネルとめくり台を除き、現在の造作を撤去すること。 

  イ 展示台を実物資料が展示できるように、台の上が平滑になるように造作すること。 

  ウ 展示台上面に設置している「全量全袋検査模型」については電源ケーブルを台下の空間

を活用し、来館者から見えないように工事すること。 

 

５ 業務場所 

東日本大震災・原子力災害伝承館 

（福島県双葉郡双葉町大字中野字高田 39） 

 

６ 業務日程 

作業は、令和８年２月２４日（火）～２７日（金）までの臨時休館日の間に行うこと。 

 

７ 提出書類等 

受託者は委託契約書に定めるものを含め、次の各号に掲げる書類を提出すること。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

ア 主任担当者通知書（様式第１号） 



イ 業務着手届（様式第２号） 

ウ 実施体制（任意様式） 

エ 実施日程表（任意様式） 

オ その他、伝承館が必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

ア 業務完了届（様式第３号） 

イ 実績報告書（様式第４号） 

ウ 請求書に係る内訳書（任意様式） 

エ その他、伝承館が必要と認める書類 

 

８ 留意事項 

（１）法令等の遵守 

受託者は本業務の実施にあたり関連する法令等を遵守しなければならない。 

（２）秘密の保持 

本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務以外の目的に使用しては

ならない。委託期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

（３）第三者への委託 

本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらか

じめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。 

（４）個人情報の取扱い 

別紙「個人情報取扱特記事項」によること。 

（５）委託者への損害賠償 

受託者は、本業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与え

たときは、その賠償の責めを負うものとする。 

（６）第三者への損害賠償 

受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の故意が原因で利用者その他の第三者に損害

が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

（７）費用の負担 

本業務に伴う必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても原則として受託者の負

担とする。 

（８）資料の貸与及び返還 

委託者が所有し業務に必要な資料及びデータを貸与する場合、受託者は破損、紛失、盗難

等の事故がないよう管理するものとする。なお、貸与された資料はリストを作成の上、委託

者に提出し、業務完了後速やかに委託者に返却するものとする。 

（９）疑義等 

仕様に定めのない事項、疑義が生じたときは、双方協議の上決定するものとする。ただ

し、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と考えられるものについては、本業務

に含まれるものとする。 

 

 

 

  



別紙 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。 

２ 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び

退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情

報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 

 （収集の制限） 

第３ 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 （目的外利用・提供の禁止） 

第４ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的

以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （安全管理措置） 

第５ 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た個人情報の漏

えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する

法律（平成 15年法律第 57号）及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通

則編）」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 （複写・複製の禁止） 

第６ 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録

された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 （作業場所の指定） 

第７ 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分（以下「個人情報取扱事務」という。）について、

甲の指定する場所で行わなければならない。 

２ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が

記録された資料等を持ち出してはならない。 

 （資料等の返還等） 

第８ 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資

料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄し

なければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は当該

個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃

棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければなら

ない。 



 （事故発生時における報告等） 

第９ 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、

又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとと

もに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。 

 （調査監督等） 

第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報

告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。 

２ 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければ

ならない。 

 （指示） 

第 11甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うこ

とができる。 

 （再委託の禁止） 

第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者（再委託先が子会社（会社法

（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。）である場合を含む。

以下次項において同じ。）に委託してはならない。 

２ 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が

負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。 

 （労働者派遣契約） 

第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者

派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 

 （損害賠償） 

第 14 乙又は乙の従事者（乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事

由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこ

れにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲

の求償に応じなければならない。 

 （契約解除） 

第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき

は、甲はこの契約の全部または一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文

の定めるところによる。 

 


